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(57)【要約】
　本発明は、水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性
組成物及びその製造方法に関するもので、本発明によれ
ば、水硬性セメント、水、及び発泡性ポリウレタンの形
成原料であるポリオールとイソシアネート化合物の流動
性の均一な混合物の状態で、発泡性ポリウレタンの形成
過程での発泡によって混合物中に使用された水の一部が
分離除去されて、流動性を失い、可塑性を有することを
特徴とする、水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性
組成物及びその製造方法が提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水硬性セメント、水、及び発泡性ポリウレタンの形成原料であるポリオールとイソシア
ネート化合物の流動性の均一な混合物の状態で、発泡性ポリウレタンの形成過程での発泡
によって混合物中に使用された水の一部が分離除去されて、流動性を失い、可塑性を有す
ることを特徴とする、水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物。
【請求項２】
　前記水硬性セメントが、ポルトランドセメント、高炉スラグセメント、ポゾランセメン
ト、膨張セメント、急結／急硬セメント、油井セメント、白色セメント、着色セメント、
アルミン酸カルシウムセメントの単独、または２つ以上の任意に選択されたものの混合物
、またはこれらのいずれか１つと石膏との混合物であることを特徴とする、請求項１に記
載の水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物。
【請求項３】
　前記均一な混合物は、前記水硬性セメント１００重量部に対して、水２．５重量部～１
５０重量部及び発泡性ポリウレタンの形成原料１０重量部～１００重量部が混合されたこ
とを特徴とする、請求項１に記載の水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物。
【請求項４】
　水硬性セメント、水、及び発泡性ポリウレタンの形成原料であるポリオールとイソシア
ネート化合物を混合して得られる流動性の均一な混合物の状態でポリウレタンを重合、発
泡させることによって、セメント粒子間に存在する自由水を発泡力を用いて排出させて、
流動性を失った発泡性ポリウレタン及び水硬性セメントを含む可塑性組成物と液状の水と
に相分離し、相分離された水を除去することを特徴とする、水硬性セメントを含む低い含
水量の可塑性組成物の製造方法。
【請求項５】
　前記水硬性セメントに、水とポリオールをイソシアネート化合物よりも先に混合するこ
とを特徴とする、請求項４に記載の水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物及びその製造方法に関し、
発泡性ポリウレタンの形成過程での発泡力を用いて、水硬性セメントと水とを混合して製
造される流動性のセメントペーストから水を除去して得られる低い含水量の可塑性組成物
及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「砕いた石」という意味のラテン語に語源をもつセメントは、物質と物質を結合させる
材料のことをいう。
【０００３】
　水硬性セメントは、耐水性の生成物を形成するセメントを意味し、石灰岩と粘土を適正
配合比で混合した後、ロータリキロンを用いて１，４５０℃～１，５５０℃の間の温度で
加熱して得られるクリンカーを、水硬化反応の調節のために、約５ｗｔ％前後の石膏（硫
酸カルシウム）と共に、ボールミルを用いて７５μｍ以下の大きさに粉砕させたポルトラ
ンドセメントが代表的であり、ポルトランドセメントに３０ｗｔ％～４０ｗｔ％の間の高
炉スラグが混合された高炉スラグセメント、ポルトランドセメントに２０～２５ｗｔ％の
ポゾランが添加されたポゾランセメント、ポルトランドセメントに膨張性添加剤が混合さ
れた膨張セメント、ポルトランドセメントとアルミン酸カルシウムセメントの混合、ポル
トランドセメントと石膏プラスターの混合または細粒子からなるポルトランドセメントな
どの急結／急硬セメント、ポルトランドセメントの酸化アルミニウム含量を低減し、粗粉
砕を行って得られる油井セメント、ポルトランドセメントの鉄含量を低減して製造される
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白色セメント及び白色セメントに酸化鉄、酸化クロム、コバルトブルーなどの顔料を添加
して製造される着色セメントなどの改良ポルトランドセメント、及び寒中コンクリートと
耐火物の製造に用いられるアルミン酸カルシウムセメントがある。
【０００４】
　水硬性セメントは、水と混合されて水和物を形成する化学反応を起こし、耐水性の硬い
硬化物を形成し、この過程は、（１）物理的な観点で流動性を失って固まるステップ、（
２）可塑性セメントペーストの固体化が誘発される凝結ステップ、及び（３）硬化ステッ
プに区分することができる。
【０００５】
　ポルトランドセメントの場合には、最初に１μｍ～５０μｍの間の角ばった粒子からな
る灰色粉形状の物質から始まり、水に分散すると、セメントに含有された硫酸カルシウム
とカルシウムの高温生成物は容易に溶解されて種々のイオンを形成する。このイオンは、
まず、エトリンガイトという針状結晶を形成し、その後、水酸化カルシウムのプリズム状
結晶及びカルシウムシリケート水和物の細い針状結晶が、水に溶解しているセメント粒子
が占めていた空間を満たすため、セメントペーストは、（１）流動性を失い、（２）凝結
し、不安定なエトリンガイトが分解されて、再び安定した六角板状結晶形状のカルシウム
アルミナシリケート水和物を形成し、（３）硬化するものと知られている。
【０００６】
　このように、水硬性セメントは、水を付加して単に混合することによって流動性のセメ
ントペーストを製造することができ、これに、砂が付加されたモルタル、砂と骨材が付加
されたコンクリート、細骨材が付加されたグラウト、及び吹き付ける用途のショットクリ
ートなどの様々な製品に用途に合わせて適用して硬化させた後、複合材料の形態で建築、
土木及び芸術品の作製に至るまで広範囲に用いられている。
【０００７】
　一方、セメントペースト硬化物は、（１）様々な大きさ及び不規則的な形状の気孔を多
量含有しているだけでなく、（２）水硬性セメントの水和によって生成された結晶生成物
もまた非常に不規則的なものと知られている。一般的に水硬性セメントを用いて製造され
る硬化物は、気孔の存在及び構造的な不規則性により、引張強度は圧縮強度の７％～１１
％に過ぎない。しかし、自然環境では、気候変化から起因する温度と湿度の変動で、温度
による膨張及び収縮と水分率の変化による膨張及び収縮が頻繁に反復的に誘発される。収
縮が誘発される状況で、セメントペーストの硬化物は引張力を受けるため、亀裂が発生し
て容易に劣化するという致命的な欠点がある。このように、水硬性セメント硬化物の低い
引張強度は、セメントの適用範囲を制限する主要要因として作用している。
【０００８】
　セメント硬化物の気孔の形成には、空気連行、養生期間と条件及び成形物の大きさなど
の因子が影響を及ぼすが、セメントペーストの製造過程に付加される水の量と最も密接な
関係があるものと知られており、多量の水を使用して製造したセメントペースト硬化物は
、少量の水を使用したセメントペースト硬化物の場合よりも気孔の含量が多く、強度が著
しく劣るものと知られている。
【０００９】
【００１０】
　水硬性セメントの上記のような問題点を改善するための研究開発は、過去から現在まで
も盛んに行われており、また、これと関連する様々な技術が公開されている。このような
研究開発は、大きく、（１）石綿、ガラス繊維、金属繊維、セラミック繊維、天然繊維、
合成繊維などの繊維形状の補強材を付加する方法、（２）少量の水が付加されたセメント
ペーストを製造し、硬化する前に機械的な圧縮または振動を加えて固める方法、（３）セ
メント粒子の表面活性、凝結制御などの機能を行う混和剤を開発し、適用させる方法、及
び（４）液状又は粒状のプラスチック添加物を添加する方法に分類することができる。
【００１１】
　最近は、液状又は粒状のプラスチック添加物をセメントペーストに添加する方法が、水
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硬性セメントの流動性を向上させて混合水の使用を低減することができるだけでなく、硬
化した後には、セメント硬化物の内部にプラスチック添加物が均一に存在し、セメント硬
化物／セメント硬化物の間または骨材／セメント硬化物の間の接着性を向上させるので、
水硬性セメント硬化物の欠点を根本的に補完することができる方法として注目されている
。
【００１２】
　例えば、アメリカ合衆国特許第３，９５１，６７４号公報では、作業性の向上のために
セメントに過量の水が要求され、これによりセメント硬化物の強度低下が誘発されると指
摘し、その代案として、水溶性セルロースアセテートスルフェート（Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ
　Ａｃｅｔａｔｅ　Ｓｕｌｆａｔｅ）をポルトランドセメントの重量に対して０．３ｗｔ
％～２ｗｔ％添加することによって、（１）セメントペーストの硬化時間を遅延させ、（
２）セメントと凝集した粒子との摩擦を低減して、少ない量の水で作業性を向上させ、優
れた強度の硬化物を得る方法を紹介している。
【００１３】
　また、アメリカ合衆国特許第４，８８０，４６７号公報では、セメント硬化物が外部環
境の変化に耐える十分な耐久性を有するためには、少なくとも硬化物の曲げ強度が１５Ｍ
Ｐａ以上にならなければならず、好ましくは、４０ＭＰａ以上の強度を有しなければなら
ないと主張し、サイズ１００μｍ以内の粒子が付加された硬化していないセメント性粒子
ペーストであって、１つ以上の水硬性セメントと、水硬性セメント１００重量部に対して
１～２０重量部の間でスチレン－ブタジエン共重合体、アクリルエステル重合体、ビニル
アセテート重合体、塩化ビニリデン重合体、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ウレタン樹
脂、アクリル樹脂から選択された合成樹脂が付加され、水硬性セメント１００重量部に対
して８～２０重量部の間で水が混合されたセメント性ペーストによって、これを達成でき
ると紹介している。
【００１４】
　このように液状又は粒状のプラスチック添加物をセメントペーストに付加する方法にお
いて適用可能なプラスチックは多様であり、最近まで数多くの種類のプラスチック物質を
セメントに適用する技術が紹介されている。ところが、プラスチック添加物がセメントペ
ーストと混和してセメント硬化物の空隙を減少させ、粒子間の追加的な接着力を付与して
硬化物の引張強度を向上させるためには、優先的にプラスチック添加物とセメント硬化物
との親和力が考慮されなければならない。
【００１５】
　ポリウレタンは、分子中にウレタン結合を有するプラスチックで、イソシアネート化合
物とポリオールとの反応によって製造される物質であって、強靭で、耐摩耗性、耐油性及
びゴム弾性を有し、特に、セメント硬化物とは強靭な接着力を有するので、これをセメン
ト硬化物に適用するための研究が幅広く行われている。
【００１６】
　例えば、大韓民国特許第０８９２２４７号公報では、主剤と硬化剤を１：１で混合した
樹脂混合物１００重量部にドライモルタル５０～１，０００重量部が混合されて製造され
る、アスファルト／コンクリートなどの基材上に塗布されて塗膜防水材、塗装材、下地調
整材の用途に適用することができるポリウレタン系セメント組成物を紹介している。
【００１７】
　また、大韓民国特許第１１３５５９３号公報では、セメント粉末５０～７０重量部と粉
末添加剤１０～３０重量部とを混合してセメント混合粉末を製造した後、イソシアネート
、ポリオール及び発泡剤を混合し、先に製造された混合粉末と混合した後、加圧発泡過程
を通じて製造される、遮音性及び断熱性に優れた複合体を紹介している。
【００１８】
　他の例として、大韓民国特許第１０７５２６０号公報では、液状アクリル系ウレタン樹
脂１００重量部に対して、セメント１５０～２００重量部、無機顔料２５～７５重量部、
沈降防止剤２５～７５重量部、セルフレベリング剤２５～７５重量部の組成比で混合され
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て製造される床舗装用ウレタン樹脂モルタル組成物を紹介している。
【００１９】
【００２０】
　しかし、これらはいずれも、セメントとウレタン、セメントとウレタン及び水などの物
質構成を組み合わせたり、新たな適用法及び施工方法に関する技術であって、均一な液状
の形態で得られる混合組成物の製造方法であるか、または均一な液状の状態で得られる液
状組成物の適用方法に関する内容であり、セメント粒子を均一に水和させるのに十分な配
合水を付加しても、セメントペーストの内部でポリウレタンを発泡させる過程を通じて、
セメント粒子間に存在する自由水を排出・分離させ、結果的には、非常に少量の水分を含
有する流動性のポリウレタンとセメントペーストの混合組成物を提供する技術を見つける
ことができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　本発明は、上述した従来の水硬性セメント及びこれを改善するための技術の問題点を解
消するためになされたもので、水硬性セメントに配合された水を分離することによって、
水硬性セメントの水和硬化物を得るために付加される水によって誘発される水硬性セメン
ト硬化物の物性低下の問題を効果的に解決して、耐久性に優れた硬化物を得ることができ
る、水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物及びその製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記目的を達成するための本発明に係る水硬性セメントを用いて製造される低い含水量
の可塑性組成物の構成は、
【００２３】
　水硬性セメント、水、及び発泡性ポリウレタンの形成原料であるポリオールとイソシア
ネート化合物の流動性の均一な混合物の状態で、発泡性ポリウレタンの形成過程での発泡
によって混合物中に使用された水の一部が分離除去されて、流動性を失い、可塑性を有す
ることを特徴とする。
【００２４】
　好ましくは、前記均一な混合物は、前記水硬性セメント１００重量部に対して、水２．
５重量部～１５０重量部及び発泡性ポリウレタンの形成原料１０重量部～１００重量部が
混合されたことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明に係る水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物を製造する方法は
、
【００２６】
　水硬性セメント、水、及び発泡性ポリウレタンの形成原料であるポリオールとイソシア
ネート化合物を混合して得られる流動性の均一な混合物の状態でポリウレタンを重合、発
泡させることによって、セメント粒子間に存在する自由水を発泡力を用いて排出させて、
流動性を失った発泡性ポリウレタン及び水硬性セメントを含む可塑性組成物と液状の水と
に相分離し、相分離された水を除去することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、次のような効果を期待することができる。
【００２８】
　第一に、非常に少量の水分を含有しながらも均一に濡れているセメント粒子とポリウレ
タンで組成された可塑性組成物が提供される。
【００２９】
　第二に、ポリウレタンの接着力を低下させるセメント配合水が混合組成物の製造過程で
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効果的に除去され、全体的に優れた接着力を示すので、金属メッシュ、ガラス綿、ガラス
綿メッシュ、合成繊維、合成繊維布などの補強材の適用が容易であり、パルプ、木粉、乾
砂などの粒子と混合されて堅固な複合物を形成することができ、高い接着性が要求される
様々な素材とのコーティング、ラミネート用接着剤及び芯材に幅広く用いることができる
。
【００３０】
　第三に、比較的少量のウレタンを含有しながらも、全体的にウレタンの表面特性を示す
組成物が提供されることによって、一般的な石油化学系接着剤よりも経済性に優れ、有害
性が問題視されている化学物質の使用を低減することができる。
【００３１】
　第四に、ポリウレタンの速い硬化特徴によって、水硬性セメントを使用する産業現場に
適用されて生産性を向上させることができる。
【００３２】
　第五に、均一に水分が付加された水硬性セメントの均一な水和硬化物の形成及びポリウ
レタンとセメント硬化物との緻密な構造的特徴から起因する高い耐摩耗性及び優れた剛性
を示す硬化物が提供される。
【００３３】
　第六に、ポリウレタンが水硬性セメント粒子を安定に捕集しているので、水中または油
中でも水硬性セメントの損失なしに耐摩耗性及び剛性に優れた硬化物を形成することがで
きる。
【００３４】
　このような効果を有する本発明に係る水硬性セメントを含む低い含水量の可塑性組成物
は、耐久性構造材及び複合材料用構造材、ラミネート用表面材及び芯材、コーティング剤
及び接着剤に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の実施例１でポリメリックＭＤＩを投入し、攪拌した後の様子を順次示す
写真である。
【００３６】
【図２】本発明の実施例１で６０秒間の低速攪拌後、ビーカーの上部から観察した様子を
示す写真である。
【００３７】
【図３】本発明の実施例１で得られた組成物をローラーを用いてフィルムの形態に成形し
た後、硬化させた硬化物の緻密な表面の様子を示す写真である。
【００３８】
【図４】本発明の実施例２で得られた組成物をローラーを用いてフィルムの形態に成形し
た後、硬化させた硬化物の表面の様子を示す写真である。
【００３９】
【図５】本発明の実施例３で得られた組成物をローラーを用いてフィルムの形態に成形し
た後、硬化させた硬化物の表面の様子を示す写真である。
【００４０】
【図６】本発明の実施例４０で得られた木粉を用いた複合成形物の表面の様子を示す写真
である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　本発明に係るポリウレタンとセメントを用いて製造される低い含水量の可塑性組成物は
、ポルトランドセメントを主軸とする水硬性セメント、水、及び発泡性ポリウレタンを形
成する液状のポリオールとイソシアネート化合物を共に混合して得られる流動性の均一な
混合物の状態で、一定時間の攪拌過程及び排出された自由水の分離過程を通じて得られる
。
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【００４２】
　詳述すると、本発明では、４つの物質、すなわち、水硬性セメント、水、及び発泡性ウ
レタンを形成する液状のイソシアネート化合物とポリオールを均一に混合して流動性のセ
メントペーストを製造することによって、
【００４３】
　（１）セメント粒子が均一な水和過程を行うのに十分な環境を提供し、
【００４４】
　（２）ポリウレタンの形成及び発泡が行われる時間の間には、濡れたセメント粒子がポ
リウレタンに捕集されるようにし、
【００４５】
　（３）イソシアネート化合物と水との反応で発生した二酸化炭素の排出と共に、セメン
ト粒子間に存在する自由水の選択的な分離が行われるようにして、
【００４６】
　ポリウレタンの重合反応の終結及び硬化が行われる時間までは、セメントペーストと均
一に混合されて存在しているポリウレタンの優れた接着力が混合セメントペースト全体に
示され、混合されたセメントが水和反応を行って凝結する時間までは、所望の形態への変
形が可能な可塑性を提供し、混合されたセメントが水和反応を完結して硬化した状態では
理想的な均一性を有するセメント硬化物から起因する高い硬度、水和セメントとウレタン
との緻密な構造的特徴から起因する高い耐摩耗性及び優れた剛性を示す硬化物が提供され
る。
【００４７】
　本発明で使用される発泡性ポリウレタンを形成するポリオールは、分子構造に２つ以上
のヒドロキシル基（－ＯＨ）が存在する液状のポリエステル、ポリエーテル、ヒマシ油が
有用であり、難燃性を強化させることが要求されるときには、ハロゲン化されたポリオー
ルを使用することができ、イソシアネート化合物との反応速度を増進させるために、ポリ
オールの重量に対して０．５ｗｔ％～５ｗｔ％の間でアミン系触媒を混合して使用するこ
とができる。
【００４８】
　また、本発明で使用されるイソシアネート化合物としては、分子構造に２つ以上のイソ
シアネート基（－Ｎ＝Ｃ＝Ｏ）を有するものが有用であり、比較的毒性と揮発性が小さく
、液状であるポリメリックＭＤＩが推奨される。
【００４９】
　本発明で使用される水硬性セメントは、ポルトランドセメントとこれをベースとする高
炉スラグセメント、ポゾランセメント、膨張セメント、ポルトランドセメントとアルミン
酸カルシウムセメントが混合された急結／急硬セメント、油井セメント、白色セメント、
顔料が添加された着色セメント、寒中セメント及びアルミン酸カルシウムセメントから任
意に選択されて使用されてもよい。
【００５０】
　セメント粒子間に存在する自由水の選択的な分離及び均一な硬化物を得るためには、ま
ず、粒状の水硬性セメントに水とポリオールを均一に混合することが要求される。そのた
めに、水を水硬性セメントに単独で付加した後、ポリオールを付加混合するか、またはポ
リオールと水を混合して付加した後、混合する方法、ポリオールを先に付加して混合した
後、水を付加する方法がいずれも有効であり、未水和セメント粒子の発生を防止するため
には、水硬性セメントに水を付加した後、最小３０秒以上の攪拌時間が要求される。
【００５１】
　一方、水硬性セメント１００重量部に対する水の添加量は２．５重量部～１５０重量部
の間で付加されてもよく、水の添加量が過度に少ない場合には、混合物の高い粘度により
攪拌、移送などの作業性が悪くなり、逆に、水の量が過度に多い場合には、混合物の凝集
過程でセメント粒子の損失が発生することがあるだけでなく、ポリウレタンの凝集作用が
弱くなるため、好ましくは、水硬性セメント１００重量部に対して、水が５重量部～６５
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【００５２】
　本発明では、水硬性セメント、水、ポリオールが均一に混合された状態でイソシアネー
ト化合物を付加するようになる。イソシアネート化合物と混合されたポリオールは、発泡
性ウレタンを形成する原料物質であって、混合物内でウレタン結合を形成し、巨大分子に
成長して、水硬性セメント粒子を捕集し、接着性を発現する。また、水硬性セメントの硬
化後にはセメント硬化物の耐摩耗性と剛性を向上させるために、水硬性セメント１００重
量部に対して、ポリオールとイソシアネート化合物の添加量は１０重量部～１００重量部
の間で付加されてもよい。このとき、ウレタン形成原料の添加量が過度に少ない場合には
、凝集力が小さいため、セメント粒子の捕集過程が円滑に行われず、ウレタン形成原料の
添加量がセメント添加量と比較して過度に多い場合には、混合物の柔軟性と気密性が高く
なるため、内部に存在する自由水の排出が円滑に行われないという問題がある。
【００５３】
　一方、添加されたイソシアネート化合物は、ポリオールとの反応以外にも、水との反応
を通じて二酸化炭素を生成する役割を果たさなければならないため、本発明では、ポリオ
ールとイソシアネートを、それぞれ重量比で２：７～７：５の間の範囲で調節することが
重要である。
【００５４】
　イソシアネート化合物まで均一に混合された状態では、生成されたポリウレタンが攪拌
容器の内部で一つの塊りに凝集するように攪拌インペラの速度を低減して、混合物から適
切な量の水が相分離されて出てくる時点まで攪拌した後、相分離された水を除去すると、
本発明の発泡性ポリウレタン及びセメントを用いて製造される低い含水量の可塑性組成物
が得られる。混合物から分離されて除去される水の量は、添加される水の量や他の成分の
混合比に応じて変わり得、概ね最初に添加された水の５～８５％の水準である。
【００５５】
　このときに得られた可塑性組成物は、接着性が高く、柔軟な状態のものであるが、常温
で３０分～６０分の間の時間経過後、１次的なウレタンの硬化により接着性を失い、取り
扱いが可能な状態の耐久性、及び曲げ加工、切断加工が可能な程度の硬度を示し、４時間
以上の時間経過後、水硬性セメント粒子の水和過程により、硬度及び強度の高い硬化物が
得られる。
【００５６】
【００５７】
　以下、本発明について実施例を参照してさらに詳細に説明する。以下の実施例は、本発
明の一部分をより具体的に説明しているが、本発明の内容がこれに限定されるものではな
い。
【００５８】
　実施例
【００５９】
　実施例１～５．水硬性セメントの選択
【００６０】
　２００ｍｌ容積のビーカー５個に、下記表１に示したように、それぞれポルトランドセ
メント、石膏、白色セメント、高炉スラグセメント、急結セメントを４０ｇずつ入れた後
、水１６ｇを入れて３０秒間攪拌した後、ポリエーテル系ポリオール８ｇを追加して３０
秒間攪拌し、液状のポリメリックＭＤＩ８ｇを投入した後、１０秒間高速攪拌、１分間低
速攪拌した後、排出された水を他の容器に移して重量を測定し、可塑性組成物は、ローラ
ーを用いてフィルムの形態に成形した後、２４時間硬化させた後、特徴を観察し、下記表
１に示す。
【００６１】
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【表１】

【００６２】
　また、実施例１においてポリメリックＭＤＩを投入した直後の様子、１０秒間の高速攪
拌後の様子、３０秒間の低速攪拌後の様子、及び６０秒間の低速攪拌後の様子をそれぞれ
撮影し、図１の（イ）、（ロ）、（ハ）、（二）に示した。攪拌によって水が可塑性組成
物から急速に分離されて出てくることを確認できる。
【００６３】
　一方、図２は、本発明の実施例１において６０秒間の低速攪拌後にビーカーの上部から
観察した様子を示す写真であり、ポリウレタンとセメントペーストの混合組成物、及びこ
の混合組成物から分離排出されて相分離された液状の自由水をよく示しており、図３は、
本発明の実施例１で得られた組成物を、ローラーを用いてフィルムの形態に成形した後、
硬化させた硬化物を撮影したもので、緻密な表面の様子をよく示している。
【００６４】
　また、図４は、本発明の実施例２で得られた組成物を、ローラーを用いてフィルムの形
態に成形した後、硬化させた硬化物の表面の様子を示す写真であり、水硬性セメントでは
なく石膏の場合には、ウレタンとの親和力が不足してポリウレタンが硬化物の表面に溶出
した様子を示している。
【００６５】
　図５は、本発明の実施例３で得られた組成物を、ローラーを用いてフィルムの形態に成
形した後、硬化させた硬化物の表面の様子を示す写真であり、比較的粒子が大きい白色セ
メントの場合にも、ウレタンとの親和力に優れることによってポリウレタンが溶出しない
という事実をよく示している。
【００６６】
　表１及び図１乃至図５からわかるように、石膏を除いた残りは、いずれも、比較的接着
性及び可塑性に優れた可塑性組成物が得られ、硬化物も、強度及び硬度のいずれか一つの
面で優秀または普通以上の物性を示すため、良い成形材料として活用できることが確認で
きた。
【００６７】
　その中でも、ポルトランドセメントは、可塑性組成物の特性及び硬化物の特性の両方で
優れた特性を示すものと確認された。
【００６８】
【００６９】
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　実施例６～１１．水硬性セメントの混合適用
【００７０】
　実施例１～５を通じて認知された、硬化物の強度に優れたポルトランドセメントと、硬
化物の強度が劣る石膏又は白色セメントとを、表２に示したような割合でそれぞれ混合し
て、２００ｍｌ容積のビーカーにそれぞれ４０ｇ、水１６ｇを入れて３０秒間攪拌した。
これに、ポリエーテル系ポリオール８ｇを追加して３０秒間攪拌し、再び液状のポリメリ
ックＭＤＩ８ｇを投入した後、１０秒間高速攪拌、１分間低速攪拌した後、排出された水
を他の容器に移して重量を測定した。水を分離した後に得られた可塑性組成物は、ローラ
ーを用いてフィルムの形態に成形し、２４時間硬化させた後、特徴を観察した。
【００７１】
【表２】

【００７２】
　結果を示した表２からわかるように、石膏又は白色セメントを多量混合した場合には、
可塑性組成物の凝集力が多少劣り、硬化物の強度や硬度も普通の水準であったが、石膏又
は白色セメントの含量が５０％以下の場合には、比較的優れた物性の硬化物が得られるこ
とを確認できる。
【００７３】
　実施例１２～２９．水硬性セメントと発泡ウレタン形成原料との適切な混合比の検証
【００７４】
　２００ｍｌ容積のビーカーにポルトランドセメント４０ｇ、水１６ｇずつをそれぞれ入
れ、３０秒間攪拌した後、ポリエーテル系ポリオールと液状のポリメリックＭＤＩの量を
、表３に示したように変化させながら順次投入して混合した後、排出された水を他の容器
に移して重量を測定した。また、水が分離された後に得られた可塑性組成物は、ローラー
を用いてフィルムの形態に成形し、２４時間硬化させた後、特徴を観察した。
【００７５】
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【表３】

【００７６】
　前記表３からわかるように、発泡性ポリウレタンの形成原料であるポリオールとＭＤＩ
の使用量が多いほど、可塑性組成物の接着性は向上したが、一定水準以上に高くなる場合
には、むしろ硬化物の強度及び硬度を低下させる結果を示した。
【００７７】
　最も優れた結果を示す発泡性ポリウレタンの形成原料の配合比は、水硬性セメント１０
０重量部に対して２０～３５重量部の水準であるものと確認された。
【００７８】
　実施例３０～３４．ポリエステル系ポリオールを発泡ウレタンの形成原料として適用
【００７９】
　２００ｍｌ容積のビーカーにポルトランドセメントをそれぞれ４０ｇ、水１６ｇを入れ
て３０秒間攪拌した後、順次にポリエステル系ポリオールとポリメリックＭＤＩを、下記
表４の量でそれぞれ投入、混合した後、排出された水を他の容器に移して重量を測定し、
可塑性組成物は、ローラーを用いてフィルムの形態に成形した後、２４時間硬化させた後
、特徴を観察した。
【００８０】
【表４】
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【００８１】
　ポリエステル系ポリオールを使用する場合にも、ポリエーテル系ポリオールを使用した
場合と同様に、接着性に優れた可塑性組成物及び物性に優れた硬化物が得られるものと確
認された。
【００８２】
【００８３】
　実施例３５～３９．水の適切な添加量の検討
【００８４】
　２００ｍｌ容積のビーカーにポルトランドセメントをそれぞれ４０ｇずつ投入した後、
表５のように水の量を変化させながら、水とポリエーテル系ポリオールを共に入れて３０
秒間攪拌した。また、ポリメリックＭＤＩを７ｇずつ投入、混合し、混合特性を観察し、
混合した後、排出された水は、他の容器に移して重量を測定した。そして、水を分離した
後に得られた可塑性組成物の状態を観察し、ローラーを用いてフィルムの形態に成形した
後、２４時間硬化させた後、硬化物の特徴を観察した。
【００８５】
【表５】

【００８６】
　表５からわかるように、水の投入量が多いほど、流動性が増加して作業性は容易である
が、可塑性組成物の接着性や硬化物の物性は、水の添加量が過度に高くなると、むしろ低
下することがあるため、用途に合わせて、発泡性ポリウレタンの形成原料の投入量と共に
水の添加量を調節しなければならないことがわかる。
【００８７】
【００８８】
　実施例４０～４５．複合成形物の製造
【００８９】
　２００ｍｌ容積のビーカーにポルトランドセメントをそれぞれ４０ｇ、水１６ｇを入れ
て３０秒間攪拌した後、順次にポリエーテル系ポリオールとＭＤＩの投入量を、表６に記
載されたように変化させながら、それぞれ投入、混合した後、排出された水を他の容器に
移して重量を測定した。水を分離して得られた可塑性組成物に木粉、パルプ、乾砂、粉砕
古紙、籾殻、水酸化アルミニウム、ガラス繊維粉末をそれぞれ添加して混合した後、型に
入れて成形物を製造し、２４時間硬化させた後、特徴を観察した。
【００９０】



(13) JP 2017-525652 A 2017.9.7

10

20

【表６】

【００９１】
　表６からわかるように、本発明に係る可塑性組成物を用いて、様々な種類の充電材と共
に、様々な特性を有する複合成形物を製造できることが確認できた。
【００９２】
　一方、図６は、本発明の実施例４０で得られた木粉を用いた複合成形物の表面の様子を
示す写真である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】
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